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感
染
症
に
対
応
す
る
体
制
を
一
層
強
化

　〜
2
0
1
6
年
4
月
1
日
、
感
染
症
法
が
改
正
〜

前
・
東
京
都
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
感
染
症
対
策
課
長

（
東
京
都
福
祉
保
健
局
医
療
政
策
部
医
療
安
全
課
長
）
　
　
　西
塚
　至
氏

　エ
ボ
ラ
出
血
熱
や
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

な
ど
、
国
民
の
健
康
に
重
大
な
影
響
を
与
え

る
感
染
症
の
疑
い
が
あ
る
患
者
か
ら
、
知
事

（
緊
急
時
は
厚
生
労
働
大
臣
）
が
検
体
の
採

取
等
の
勧
告
等
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き

る
旨
の
規
定
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
感
染
症
の

予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
26
年
法
律
第
1
1
5
号
）
が
2
0
1
4
年

11
月
21
日
に
公
布
さ
れ
、
16
年
4
月
1
日
全

面
施
行
さ
れ
た
。
感
染
症
に
関
す
る
情
報
の

収
集
体
制
の
強
化
等
が
図
ら
れ
、
医
療
機
関

と
保
健
所
・
行
政
機
関
と
の
一
層
の
連
携
強

化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　本
稿
で
は
、
近
年
の
我
が
国
に
お
け
る
感

染
症
に
関
す
る
動
向
な
ど
、
感
染
症
法
改
正

の
背
景
と
具
体
的
な
改
正
点
等
に
つ
い
て
説

明
す
る
。

1
　は
じ
め
に

　グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
み
、
人
や
物
の
行
き

来
が
こ
れ
ま
で
に
な
く
迅
速
・
大
量
に
な
っ

た
こ
と
で
、
地
球
上
の
ど
こ
か
で
感
染
症
が

発
生
す
る
と
瞬
く
間
に
世
界
中
を
駆
け
巡
る 西塚至氏

よ
う
に
な
っ
た
。

　2
0
1
2
年
9
月
以
降
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島

諸
国
を
中
心
に
発
生
し
た
中
東
呼
吸
器
症
候

群
（
M
E
R
S
）
で
は
、
15
年
5
月
韓
国
で

初
め
て
の
患
者
が
確
認
さ
れ
、
12
月
24
日
の

終
息
ま
で
の
感
染
者
は
1
8
6
人
、
死
者
は

38
人
で
、
隔
離
対
象
者
は
延
べ
1
万

6
6
9
3
人
に
の
ぼ
っ
た
1
。
韓
国
で
の
最

初
の
症
例
（
68
歳
男
性
）
が
、
中
東
地
域
か

ら
帰
国
し
て
発
症
後
、
隔
離
ま
で
に
10
日
間

を
要
し
、
そ
の
間
に
4
施
設
の
医
療
機
関
を

受
診
し
、
多
数
の
医
療
従
事
者
、
患
者
等
に

二
次
感
染
お
よ
び
三
次
感
染
が
広
が
り
医
療

現
場
に
大
き
な
混
乱
を
も
た
ら
し
た
。

　エ
ボ
ラ
出
血
熱
や
M
E
R
S
以
外
に
も

様
々
な
新
興
・
再
興
感
染
症
も
国
際
的
に
脅

威
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。本
年
2
月
1
日
、

中
南
米
を
中
心
に
拡
大
す
る
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
つ
い
て
世
界
保
健
機
関（
W
H
O
）

は
国
際
的
に
懸
念
さ
れ
る
公
衆
の
保
健
上
の

緊
急
事
態
を
宣
言
し
、
国
際
的
な
感
染
症
の

危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
の
認
識
を
示
し

た
。　そ

の
よ
う
な
な
か
、
16
年
4
月
1
日
改
正

感
染
症
法
が
全
面
施
行
さ
れ
、
医
療
機
関
と

自
治
体
の
連
携
に
よ
る
感
染
症
に
関
す
る
情

報
の
収
集
体
制
の
強
化
な
ど
感
染
症
に
対
応

す
る
体
制
が
強
化
さ
れ
た
2
。

2
　ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
拡
大
に

　
　W
H
O
が
緊
急
事
態
宣
言

　2
0
1
5
年
5
月
に
ブ
ラ
ジ
ル
で
感
染
が

確
認
さ
れ
て
以
来
、
蚊
が
媒
介
す
る
ジ
カ
ウ

イ
ル
ス
が
、
中
南
米
を
中
心
に
拡
大
し
て
い

る
【
図
1
】。
今
回
の
流
行
は
、
中
南
米
な

ど
30
以
上
の
国
や
地
域
に
拡
大
し
て
い
る
。

世
界
保
健
機
関
は
、
感
染
者
が
最
大
で

4
0
0
万
人
に
達
す
る
と
推
計
、
ジ
カ
ウ
イ

ル
ス
流
行
国
に
お
け
る
小
頭
症
及
び
神
経
障

害
の
集
団
発
生
を
受
け
て
、本
年
2
月
1
日
、

「
国
際
的
に
懸
念
さ
れ
る
公
衆
の
保
健
上
の

緊
急
事
態
（
P
H
E
I
C
：Public 

H
ealth Em

ergency of International 
Concern

）」
と
認
定
し
た
3
。

　世
界
保
健
機
関
が
P
H
E
I
C
を
宣
言
し

た
の
は
4
回
目
で
、
西
ア
フ
リ
カ
を
中
心
に

拡
大
し
た
エ
ボ
ラ
出
血
熱
に
対
し
て
緊
急
事

態
を
宣
言
し
た
14
年
8
月
8
日
以
来
で
あ
る

【
図
2
】。

　国
内
で
は
、
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
2

【図１】　ジカウイルス感染症とは

【図２】世界保健機関（WHO) が認定した緊急事態
PHEIC: Public Health Emergency of International Concern

引用：国立感染症研究所ホームページ「ジカウイルス感染症のリスクアセスメント」（2016年2月16日更新）

参考：厚生労働省ホームページ：日本とＷＨＯ，国際保健規則日本語（仮訳）．2016年2月29日閲覧

【疫　学】ジカウイルス感染症は、ジカウイルスによる蚊媒介感染症である。ジカウイ
ルスは、1947 年にウガンダの Zika forest（ジカ森林）のアカゲザルから初
めて分離された。2007 年ミクロネシア連邦のヤップ島で流行、2013 年仏領
ポリネシアで約 1万人の感染が報告され、2014 年にはチリのイースター島、
2015 年にはブラジルおよびコロンビアを含む南アメリカ大陸での流行が発
生し、中南米を中心に 30か国以上に広がっている。WHOは感染者数を最大
400万人と推計している。

【病原体】フラビウイルス科フラビウイルス属のジカウイルスである。
【媒介動物】媒介蚊はヤブカ属のネッタイシマカ、ヒトスジシマカなどが媒介蚊として確

認されている。ヒトスジシマカは日本にも生息する。
【潜伏期】2 ～ 12 日（多くは 2～ 7日）。不顕性感染率は約 80%（発病は 5人に 1人）

とされている。
【症　状】発症者は主として軽度の発熱（多くは 38℃未満）、頭痛、関節痛、筋肉痛、皮疹、

結膜充血、疲労感、倦怠感などを呈し、血小板減少などが認められることもある。
一般的に他の蚊媒介感染症であるデング熱、チクングニア熱より軽症といわれ
る。ポリネシア連邦やブラジルの流行では、ギラン・バレー症候群や神経症状
を認める症例が報告され、ブラジルでは妊婦がジカウイルスに感染することで
胎児が感染し、小頭症児が多発している。

【病原診断】実験室診断は PCRによるジカウイルス遺伝子（RNA）検出、IgM抗体検査
やペア血清による中和抗体検査など、血清学的診断を行う。

【治療・予防】痛みや発熱に対して解熱鎮痛剤を投与する程度にとどまることがほとんど
である。脱水症状が強い場合は輸液も実施する。予防に関しては、日中に防蚊
対策が重要である。具体的には、長袖服・長ズボンの着用、昆虫忌避剤（DEET
など）の使用など。妊婦あるいは妊娠の可能性のある女性はジカ熱流行地への
渡航を避けることが望ましい。

【感染症法の取扱】2016 年 2月 15日感染症法上の 4類感染症に指定された。ジカウイ
ルス感染症と診断した医師は最寄りの保健所へ直ちに届け出なければならない。

2009年 4月 25日 メキシコとアメリカの一部におけるブタ・インフルエンザ
A/H1N1事例

2014年 5月 5日 パキスタン、カメルーン、シリアの 3か国から野生型ポ
リオウイルスの国際的な拡大

2014年 8月 8日 西アフリカのギニア、シエラレオネ、リベリアを中心にエ
ボラ出血熱の感染拡大が継続

2015年 2月 1日 中南米などジカウイルス流行地域における小頭症と神経
障害の集団発生

【注釈】国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態宣言とは……
　国際保健規則（ＩＨＲ）に基づきＷＨＯが国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態を構成すると認
定した場合に宣言する。世界保健機関（ＷＨＯ）憲章第21条が根拠。ＷＨＯ事務局長が、自ら招集した
緊急委員会の助言などを考慮して認定する。「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」と認定されると、
事務局長はＷＨＯ加盟国に対し、国際保健規則の規定に基づく保健上の措置や国際交通等についての必要
な勧告を行う他、国際専門家チームを動員する等の現地支援を行うとともに、加盟国に対して緊急事態の
脅威にさらされる地域の支援を要請できる。



東京都病院協会 会報（２）2016年（平成28年）4月26日（火） 第228号

月
15
日
に
感
染
症
法
上
の
四
類
感
染
症
に
追

加
さ
れ
た
。
2
月
25
日
に
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
か

ら
帰
国
し
発
熱
や
発
疹
の
症
状
を
訴
え
て
い

た
神
奈
川
県
の
10
代
の
男
性
が
、
ジ
カ
ウ
イ

ル
ス
に
感
染
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
。
16
年
8
月
か
ら
9
月
に
は
、
ブ
ラ
ジ
ル

の
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
が
開
催
さ
れ
、

多
く
の
邦
人
が
渡
航
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ

今
後
も
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
国
内
流
入

に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

3
　新
興
・
再
興
感
染
症
の
脅
威

　世
界
保
健
機
関
は
1
9
9
6
年
、「
我
々

は
今
や
地
球
規
模
で
感
染
症
に
よ
る
危
機
に

瀕
し
て
い
る
。
も
は
や
ど
の
国
も
安
全
で
は

な
い
」
と
警
告
し
た
。

　か
つ
て
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
新
し

く
認
識
さ
れ
た
感
染
症
で
あ
る
「
新
興
感
染

症
」
は
、
70
年
以
後
こ
れ
ま
で
に
、

M
E
R
S
、
エ
ボ
ラ
出
血
熱
、
ウ
エ
ス
ト
ナ

イ
ル
熱
、
重
症
熱
性
血
小
板
減
少
症
候
群

（
S
F
T
S
）、ク
リ
プ
ト
ス
ポ
リ
ジ
ウ
ム
症
、

腸
管
出
血
性
大
腸
菌
感
染
症
、
日
本
紅
斑
熱

な
ど
30
疾
患
以
上
あ
り
、
そ
の
多
く
は
動
物

由
来
感
染
症
（
人
獣
共
通
感
染
症
）
で
あ
る
。

　ま
た
、
既
知
の
感
染
症
で
も
、
か
つ
て
は

脅
威
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
度
は
制
圧
さ
れ

た
も
の
の
、
再
び
勢
い
を
盛
り
返
し
て
流
行

し
始
め
た
「
再
興
感
染
症
」
は
、
結
核
、
マ

ラ
リ
ア
、
デ
ン
グ
熱
、
狂
犬
病
な
ど
が
あ
る
。

4
　国
内
に
お
け
る
感
染
対
策

　
　強
化
の
必
要
性

　近
年
の
我
が
国
を
取
り
巻
く
感
染
症
に
関

す
る
健
康
危
機
と
大
規
模
な
国
際
イ
ベ
ン
ト

な
ど
の
主
な
出
来
事
を
図
3
に
示
す
。
毎
年

の
よ
う
に
我
が
国
は
新
興
・
再
興
感
染
症
の

脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
将
来
の
感
染
症

方
法
が
変
更
さ
れ
、
診
断
後
直
ち
に
最
寄
り

の
保
健
所
に
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。

⑶
特
定
病
原
体
等
の
類
型
の
見
直
し

　〈15
年
5
月
21
日
施
行
〉

　三
種
病
原
体
等
と
し
て
、病
原
体
の
保
健
・

改正後 改正前

二類感染症
（法第6条第3項第5
号関係）

中東呼吸器症候群
（病原体がベータ
コロナウイルス属
MERSコロナウイ
ルスであるもの）

（新設）

二類感染症
（法第6条第3項第6
号関係）

鳥インフルエンザ
（インフルエンザ
Aウイルスであっ
てその血清亜型が
H5N1、H7N9で
あるもの）

鳥インフルエ
ンザ（インフ
ルエンザAウ
イルスであっ
てその血清亜
型がH5N1で
あるもの）

改正後 改正前

検体等の提出要請
（法第15条第3項関
連）

都道府県知事は、必要があると認めるとき
は、全ての感染症の患者等に対し、検体の
採取等に応じるべきことを求めることがで
きる。

（新設）

一類感染症等の
検体等の提出勧告及
び措置
（法第16条の3関連）

都道府県知事は、必要があると認めるとき
は、一類感染症、二類感染症、新型インフ
ルエンザ等感染症又は新感染症等の患者等
に対し、職員による検体の採取に応じるべ
きことを勧告することができる。勧告を受
けた者が従わないときは、当該職員に必要
最小限度において当該検体等を採取させる
ことができる。

（新設）

一類感染症の
検体等の提出命令
（法第26条の3関連）

都道府県知事は、必要があると認めるとき
は、一類感染症の患者又は検体等保持者に
対して、検体等を提出すべきことを命ずる
ことができる。命令を受けた者が従わない
ときは、当該職員に必要最小限度において
当該検体又は病原体を収去させることがで
きる。

（新設）

動物等の提出命令
（法第26条の4関連）

都道府県知事は、一類感染症の発生・まん
延防止のため、動物等所有者に対して、当
該動物又はその死体を提出し、又は当該職
員による検体の採取に応ずべきことを命ず
ることができる。命令を受けた者が従わな
いときは、当該職員に必要最小限度におい
て当該検体を採取させることができる。

（新設）

改正後 改正前

結核患者
の家庭訪
問指導等

保健所長は、
結核患者につ
いて、必要が
あるときは、
病院、診療所
又は薬局等
に対し、薬剤
を確実に服用
する指導の実
施を依頼でき
る。（抜粋）

（新設）

改正後 改正前
三種病原体
（法第6条第
22項第2号
関係）

広範囲多剤耐性
（XDR）結核菌※

多剤耐性（MDR）
結核菌※※

※ 広範囲多剤耐性（XDR）結核菌とは…イソニコチン
酸ヒドラジド、リファンピシン、オフロキサシン、ガ
チフロキサシン、シプロフロキサシン、スパルフロキ
サシン、モキシフロキサシン又はレボフロキサシンの
何れかに耐性、かつ、アミカシン、カナマイシン、カ
プレオマイシンの３種類の薬剤のうち一種以上に耐性
※※ 多剤耐性（MDR）結核菌とは…イソニコチン酸ヒ
ドラジド及びリファンピシンに対し耐性

改正後 改正前

五類感染症
（全数届出）
の届出方法

侵襲性髄膜
炎菌感染症、
麻しん

診断後直ちに
最寄りの保健
所に届出

診断後7
日以内に
最寄りの
保健所に
届出

上記2疾患
以外

診断後7日以
内に最寄りの
保健所に届出

改正後 改正前

二類感染症
（法第6条第3項第5
号関係）

中東呼吸器症候群
（病原体がベータ
コロナウイルス属
MERSコロナウイ
ルスであるもの）

（新設）

二類感染症
（法第6条第3項第6
号関係）

鳥インフルエンザ
（インフルエンザ
Aウイルスであっ
てその血清亜型が
H5N1、H7N9で
あるもの）

鳥インフルエ
ンザ（インフ
ルエンザAウ
イルスであっ
てその血清亜
型がH5N1で
あるもの）

改正後 改正前

検体等の提出要請
（法第15条第3項関
連）

都道府県知事は、必要があると認めるとき
は、全ての感染症の患者等に対し、検体の
採取等に応じるべきことを求めることがで
きる。

（新設）

一類感染症等の
検体等の提出勧告及
び措置
（法第16条の3関連）

都道府県知事は、必要があると認めるとき
は、一類感染症、二類感染症、新型インフ
ルエンザ等感染症又は新感染症等の患者等
に対し、職員による検体の採取に応じるべ
きことを勧告することができる。勧告を受
けた者が従わないときは、当該職員に必要
最小限度において当該検体等を採取させる
ことができる。

（新設）

一類感染症の
検体等の提出命令
（法第26条の3関連）

都道府県知事は、必要があると認めるとき
は、一類感染症の患者又は検体等保持者に
対して、検体等を提出すべきことを命ずる
ことができる。命令を受けた者が従わない
ときは、当該職員に必要最小限度において
当該検体又は病原体を収去させることがで
きる。

（新設）

動物等の提出命令
（法第26条の4関連）

都道府県知事は、一類感染症の発生・まん
延防止のため、動物等所有者に対して、当
該動物又はその死体を提出し、又は当該職
員による検体の採取に応ずべきことを命ず
ることができる。命令を受けた者が従わな
いときは、当該職員に必要最小限度におい
て当該検体を採取させることができる。

（新設）

改正後 改正前

結核患者
の家庭訪
問指導等

保健所長は、
結核患者につ
いて、必要が
あるときは、
病院、診療所
又は薬局等
に対し、薬剤
を確実に服用
する指導の実
施を依頼でき
る。（抜粋）

（新設）

改正後 改正前
三種病原体
（法第6条第
22項第2号
関係）

広範囲多剤耐性
（XDR）結核菌※

多剤耐性（MDR）
結核菌※※

※ 広範囲多剤耐性（XDR）結核菌とは…イソニコチン
酸ヒドラジド、リファンピシン、オフロキサシン、ガ
チフロキサシン、シプロフロキサシン、スパルフロキ
サシン、モキシフロキサシン又はレボフロキサシンの
何れかに耐性、かつ、アミカシン、カナマイシン、カ
プレオマイシンの３種類の薬剤のうち一種以上に耐性
※※ 多剤耐性（MDR）結核菌とは…イソニコチン酸ヒ
ドラジド及びリファンピシンに対し耐性

改正後 改正前

五類感染症
（全数届出）
の届出方法

侵襲性髄膜
炎菌感染症、
麻しん

診断後直ちに
最寄りの保健
所に届出

診断後7
日以内に
最寄りの
保健所に
届出

上記2疾患
以外

診断後7日以
内に最寄りの
保健所に届出

改正後 改正前

二類感染症
（法第6条第3項第5
号関係）

中東呼吸器症候群
（病原体がベータ
コロナウイルス属
MERSコロナウイ
ルスであるもの）

（新設）

二類感染症
（法第6条第3項第6
号関係）

鳥インフルエンザ
（インフルエンザ
Aウイルスであっ
てその血清亜型が
H5N1、H7N9で
あるもの）

鳥インフルエ
ンザ（インフ
ルエンザAウ
イルスであっ
てその血清亜
型がH5N1で
あるもの）

改正後 改正前

検体等の提出要請
（法第15条第3項関
連）

都道府県知事は、必要があると認めるとき
は、全ての感染症の患者等に対し、検体の
採取等に応じるべきことを求めることがで
きる。

（新設）

一類感染症等の
検体等の提出勧告及
び措置
（法第16条の3関連）

都道府県知事は、必要があると認めるとき
は、一類感染症、二類感染症、新型インフ
ルエンザ等感染症又は新感染症等の患者等
に対し、職員による検体の採取に応じるべ
きことを勧告することができる。勧告を受
けた者が従わないときは、当該職員に必要
最小限度において当該検体等を採取させる
ことができる。

（新設）

一類感染症の
検体等の提出命令
（法第26条の3関連）

都道府県知事は、必要があると認めるとき
は、一類感染症の患者又は検体等保持者に
対して、検体等を提出すべきことを命ずる
ことができる。命令を受けた者が従わない
ときは、当該職員に必要最小限度において
当該検体又は病原体を収去させることがで
きる。

（新設）

動物等の提出命令
（法第26条の4関連）

都道府県知事は、一類感染症の発生・まん
延防止のため、動物等所有者に対して、当
該動物又はその死体を提出し、又は当該職
員による検体の採取に応ずべきことを命ず
ることができる。命令を受けた者が従わな
いときは、当該職員に必要最小限度におい
て当該検体を採取させることができる。

（新設）

改正後 改正前

結核患者
の家庭訪
問指導等

保健所長は、
結核患者につ
いて、必要が
あるときは、
病院、診療所
又は薬局等
に対し、薬剤
を確実に服用
する指導の実
施を依頼でき
る。（抜粋）

（新設）

改正後 改正前
三種病原体
（法第6条第
22項第2号
関係）

広範囲多剤耐性
（XDR）結核菌※

多剤耐性（MDR）
結核菌※※

※ 広範囲多剤耐性（XDR）結核菌とは…イソニコチン
酸ヒドラジド、リファンピシン、オフロキサシン、ガ
チフロキサシン、シプロフロキサシン、スパルフロキ
サシン、モキシフロキサシン又はレボフロキサシンの
何れかに耐性、かつ、アミカシン、カナマイシン、カ
プレオマイシンの３種類の薬剤のうち一種以上に耐性
※※ 多剤耐性（MDR）結核菌とは…イソニコチン酸ヒ
ドラジド及びリファンピシンに対し耐性

改正後 改正前

五類感染症
（全数届出）
の届出方法

侵襲性髄膜
炎菌感染症、
麻しん

診断後直ちに
最寄りの保健
所に届出

診断後7
日以内に
最寄りの
保健所に
届出

上記2疾患
以外

診断後7日以
内に最寄りの
保健所に届出

改正後 改正前

二類感染症
（法第6条第3項第5
号関係）

中東呼吸器症候群
（病原体がベータ
コロナウイルス属
MERSコロナウイ
ルスであるもの）

（新設）

二類感染症
（法第6条第3項第6
号関係）

鳥インフルエンザ
（インフルエンザ
Aウイルスであっ
てその血清亜型が
H5N1、H7N9で
あるもの）

鳥インフルエ
ンザ（インフ
ルエンザAウ
イルスであっ
てその血清亜
型がH5N1で
あるもの）

改正後 改正前

検体等の提出要請
（法第15条第3項関
連）

都道府県知事は、必要があると認めるとき
は、全ての感染症の患者等に対し、検体の
採取等に応じるべきことを求めることがで
きる。

（新設）

一類感染症等の
検体等の提出勧告及
び措置
（法第16条の3関連）

都道府県知事は、必要があると認めるとき
は、一類感染症、二類感染症、新型インフ
ルエンザ等感染症又は新感染症等の患者等
に対し、職員による検体の採取に応じるべ
きことを勧告することができる。勧告を受
けた者が従わないときは、当該職員に必要
最小限度において当該検体等を採取させる
ことができる。

（新設）

一類感染症の
検体等の提出命令
（法第26条の3関連）

都道府県知事は、必要があると認めるとき
は、一類感染症の患者又は検体等保持者に
対して、検体等を提出すべきことを命ずる
ことができる。命令を受けた者が従わない
ときは、当該職員に必要最小限度において
当該検体又は病原体を収去させることがで
きる。

（新設）

動物等の提出命令
（法第26条の4関連）

都道府県知事は、一類感染症の発生・まん
延防止のため、動物等所有者に対して、当
該動物又はその死体を提出し、又は当該職
員による検体の採取に応ずべきことを命ず
ることができる。命令を受けた者が従わな
いときは、当該職員に必要最小限度におい
て当該検体を採取させることができる。

（新設）

改正後 改正前

結核患者
の家庭訪
問指導等

保健所長は、
結核患者につ
いて、必要が
あるときは、
病院、診療所
又は薬局等
に対し、薬剤
を確実に服用
する指導の実
施を依頼でき
る。（抜粋）

（新設）

改正後 改正前
三種病原体
（法第6条第
22項第2号
関係）

広範囲多剤耐性
（XDR）結核菌※

多剤耐性（MDR）
結核菌※※

※ 広範囲多剤耐性（XDR）結核菌とは…イソニコチン
酸ヒドラジド、リファンピシン、オフロキサシン、ガ
チフロキサシン、シプロフロキサシン、スパルフロキ
サシン、モキシフロキサシン又はレボフロキサシンの
何れかに耐性、かつ、アミカシン、カナマイシン、カ
プレオマイシンの３種類の薬剤のうち一種以上に耐性
※※ 多剤耐性（MDR）結核菌とは…イソニコチン酸ヒ
ドラジド及びリファンピシンに対し耐性

改正後 改正前

五類感染症
（全数届出）
の届出方法

侵襲性髄膜
炎菌感染症、
麻しん

診断後直ちに
最寄りの保健
所に届出

診断後7
日以内に
最寄りの
保健所に
届出

上記2疾患
以外

診断後7日以
内に最寄りの
保健所に届出

【図３】国内を取り巻く感染症の動向

【図４】東京都感染症発生動向調査事業における定点医療機関の数

西暦・年 国内を取り巻く感染症等の動向 主な出来事
2001 アメリカ炭疽菌事件
2002 北海道の学生170人クリプトスポリジウム集団感染 2002 FIFAワールドカップ日韓大会
2003 SARSが世界流行。訪日台湾人が帰国後SARS発病

2004 鳥インフルエンザH5N1アジア流行。国内家きん79年
ぶり

2005 ウエストナイル熱が川崎市で確認（国内初）
2006 狂犬病（輸入例）が36年ぶり神奈川、京都で報告
2007 麻しん 10代を中心に大流行 第1回東京マラソン
2008 国内のHIV/エイズ報告数が過去最多（当時） 第34回主要国首脳会議（洞爺湖サミット）
2009 新型インフルエンザ世界的大流行 アジア太平洋APEC首脳会議（横浜）

2010 ニューデリー・メタロベータラクタマーゼ（NDM-1）産
生多剤耐性菌発見

2011 系列店で腸管出血性大腸菌食中毒（発病181 死亡5） 東日本大震災
2012 風しん　都市部で大流行 東京スカイツリー開業

2013 国内初の重症熱性血小板減少症候群（SFTS）患者確認 第68回国民体育大会（スポーツ祭東京
2013）

2014 デング熱国内感染例が約70年ぶりに報告
エボラ出血熱が西アフリカで流行

全国高校総合体育大会（南関東総体
2014）

2015 中東呼吸器症候群MERSが韓国で感染拡大
山口県内の国際的イベントで髄膜炎菌性髄膜炎 関東・東北豪雨（台風18号）

2016 ジカ熱流行国での小頭症の集団発生でWHO緊急事態宣言 伊勢志摩サミット（三重県）

出典：東京都感染症発生動向調査事業報告書（2014年版）

定点種別 疾患数 届出対象疾患 患者定点
「指定届出機関」

病原体定点
（再掲）

小児科定点 14

1）RS ウイルス感染症、2）咽頭結膜熱、3）A群溶血性レ
ンサ球菌咽頭炎、4）感染性胃腸炎、5）水痘、6）手足口病、7）
伝染性紅斑、8）突発性発しん、9）百日咳、10）ヘルパンギー
ナ、11）流行性耳下腺炎、12）インフルエンザ、13）不明
発疹症【都独自】、14）川崎病【都独自】

264施設 26施設

内 科 定 点 1 1）インフルエンザ 155施設 15施設

眼 科 定 点 2 1）急性出血性結膜炎、2）流行性角結膜炎 39施設 4施設

基 幹 定 点 8

1）感染性胃腸炎（ロタウイルス）、2）クラミジア肺炎（オ
ウム病除く）、3）細菌性髄膜炎（髄膜炎菌、肺炎球菌、イン
フルエンザ菌を除く）、4）マイコプラズマ肺炎、5）無菌性
髄膜炎、6）ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、7）メチシリン
耐性黄色ブドウ球菌感染症、8）薬剤耐性緑膿菌感染症、9）
インフルエンザ（鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等
感染症を除く）入院患者

25施設 21施設

性感染症定点 5
1）性器クラミジア感染症、2）性器ヘルペスウイルス感染症、
3）尖圭コンジローマ、4）淋菌感染症、・5）膣トリコモナ
ス症【都独自】

55施設 4施設

疑似症定点 2 1）38℃以上の発熱及び呼吸器症状、2）発熱及び発しん又
は水疱 443施設 ―

　患者定点となる医療機関数は、小児科定点 264、内科定点 155、眼科定点 39、基幹定点 25、性感染症定
点 55、疑似症単独定点 24 が設定され、このうち 69 医療機関が病原体定点を兼ねている。なお、小児科定
点と内科定点は、インフルエンザ定点及び疑似症定点としての機能も担っている。（表中の疾患及び定点医療
機関の数は 2016年 3月 1日時点） 季節性インフルエンザの検体を提出する「指定提出機関」

発
生
・
拡
大
を
念
頭
に
、
そ
の
予
防
や
発
生

後
の
対
応
に
つ
い
て
、
過
去
の
教
訓
を
参
考

に
し
て
各
組
織
の
有
機
的
な
連
携
の
下
、
対

策
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

5
　感
染
症
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
の

　
　強
化

　感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
26
年
法
律
第
1
1
5
号
）
が

2
0
1
4
年
11
月
21
日
公
布
さ
れ
た
。
主
な

改
正
点
は
、
⑴
新
た
な
感
染
症
の
二
類
感
染

症
へ
の
追
加
、
⑵
感
染
症
に
関
す
る
情
報
の

収
集
及
び
公
表
で
あ
る
。

⑴
　二
類
感
染
症
の
追
加

〈
15
年
1
月
21
日
施
行
〉

　鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
H
7
N
9
）
は
13

年
5
月
6
日
に
、
中
東
呼
吸
器
症
候
群
は
14

年
7
月
16
日
に
暫
定
的
措
置
と
し
て
指
定
感

染
症
に
指
定
さ
れ
た
が
、
今
回
こ
れ
ら
の
疾

患
を
二
類
感
染
症
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

⑵
　五
類
感
染
症（
全
数
届
出
）の
届
出
方
法

の
変
更
　
　    

〈
15
年
5
月
21
日
施
行
〉

　一
部
の
五
類
感
染
症
に
つ
い
て
情
報
の
収

集
体
制
が
強
化
さ

れ
た
。
こ
れ
ま
で

五
類
感
染
症
（
全

数
届
出
）
の
医
師

の
届
出
は
、
診
断

後
7
日
以
内
に
最

寄
り
の
保
健
所
に

行
う
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
改
正
後

は
、
侵
襲
性
髄
膜

炎
菌
感
染
症
及
び

麻
し
ん
の
2
疾
患

に
つ
い
て
は
届
出

所
持
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
の
届
出
、
病
原

体
の
運
搬
に
係
る
国
家
公
安
委
員
会
の
届
出

な
ど
の
義
務
が
課
さ
れ
る
結
核
菌
に
つ
い

て
、
多
剤
耐
性
結
核
菌
（
イ
ソ
ニ
コ
チ
ン
酸

ヒ
ド
ラ
ジ
ド
、
リ
フ
ァ
ン
ピ
シ
ン
に
耐
性
）

を
見
直
し
、
広
範
囲
多
剤
耐
性
結
核
菌
に
範

囲
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

6
　結
核
患
者
に
対
す
る
直
接

　
　服
薬
確
認
指
導
の
体
制
整
備

　〈15
年
5
月
21
日
施
行
〉

　結
核
の
ま
ん
延
や
多
剤
耐
性
結
核
の
発
生

を
防
ぐ
た
め
、
結
核
患
者
の
服
薬
確
認
の
支



東京都病院協会 会報（３）2016年（平成28年）4月26日（火） 第228号

8
　イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
検
体
を

　
　提
出
す
る
指
定
提
出
機
関
制
度

〈
16
年
4
月
1
日
施
行
〉

　流
行
し
て
い
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
型
や

薬
剤
耐
性
ウ
イ
ル
ス
の
発
生
状
況
を
把
握
す

る
こ
と
で
疫
学
調
査
の
充
実
を
図
る
た
め
に

創
設
さ
れ
た
も
の
。
都
道
府
県
等
が
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
の
検
体
等
提
出
を
担
当
す
る
医
療

機
関
（
指
定
提
出
医
療
機
関
）
を
指
定
し
、

指
定
提
出
医
療
機
関
は
、流
行
期
に
は
毎
週
、

検
体
を
提
出
す
る
。

　な
お
、
東
京
都
感
染
症
発
生
動
向
調
査
事

業
定
点
医
療
機
関
を
図
4
に
示
す
。
五
類
感

染
所
の
患
者
の
検
体
又
は
病
原
体
の
提
出
を

担
当
す
る
患
者
定
点
（
感
染
症
法
第
14
条
第

2
項
に
基
づ
く
指
定
届
出
機
関
）
と
な
る
医

療
機
関
数
は
、
小
児
科
定
点
2
6
4
、
内
科

定
点
1
5
5
、
眼
科
定
点
39
、
基
幹
定
点

25
、
性
感
染
症
定
点
55
、
疑
似
症
単
独
定
点

援
体
制
が
強
化
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
結

核
患
者
に
対
す
る
直
接
服
薬
確
認
指
導
を
徹

底
す
る
た
め
、
感
染
症
法
に
保
健
所
と
医
療

機
関
・
薬
局
な
ど
と
の
連
携
協
力
に
つ
い
て

明
文
化
さ
れ
た
。

7
　感
染
症
に
関
す
る
情
報
の

　
　収
集
体
制
の
強
化

〈
16
年
4
月
1
日
施
行
〉

　知
事
（
緊
急
時
は
厚
生
労
働
大
臣
）
は
、

全
て
の
感
染
症
の
患
者
等
に
対
し
検
体
の
採

取
等
に
応
じ
る
こ
と
、
ま
た
、
医
療
機
関
等

に
対
し
保
有
す
る
検
体
を
提
出
す
る
こ
と
等

を
要
請
で
き
る
旨
の
規
定
が
整
備
さ
れ
た
。

あ
わ
せ
て
、
上
記
に
よ
っ
て
は
対
応
で
き
な

い
場
合
、知
事
（
緊
急
時
は
厚
生
労
働
大
臣
）

は
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
又
は
新
感
染
症
の

患
者
等
か
ら
検
体
の
採
取
等
の
措
置
を
取
る

こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
が
整
備
さ
れ
た
。

文献　1）WHO： Summary and risk assessment of current situation in Republic of Korea and China, 19 June 2015
　　　2）独立行政法人国立印刷局「官報」平成26年11月21日 （号外第258号）,P7-11.2014年11月
　　　3）WHO Media centre: WHO statement on the first meeting of the International Health Regulations （2005） （IHR 2005） Emergency Committee on Zika virus and observed increase in 

neurological disorders and neonatal malformations, 1 February 2016
　　　4）東京都福祉保健局「感染症発生動向調査事業報告書」2014年．p4,2015年7月

改正後 改正前

二類感染症
（法第6条第3項第5
号関係）

中東呼吸器症候群
（病原体がベータ
コロナウイルス属
MERSコロナウイ
ルスであるもの）

（新設）

二類感染症
（法第6条第3項第6
号関係）

鳥インフルエンザ
（インフルエンザ
Aウイルスであっ
てその血清亜型が
H5N1、H7N9で
あるもの）

鳥インフルエ
ンザ（インフ
ルエンザAウ
イルスであっ
てその血清亜
型がH5N1で
あるもの）

改正後 改正前

検体等の提出要請
（法第15条第3項関
連）

都道府県知事は、必要があると認めるとき
は、全ての感染症の患者等に対し、検体の
採取等に応じるべきことを求めることがで
きる。

（新設）

一類感染症等の
検体等の提出勧告及
び措置
（法第16条の3関連）

都道府県知事は、必要があると認めるとき
は、一類感染症、二類感染症、新型インフ
ルエンザ等感染症又は新感染症等の患者等
に対し、職員による検体の採取に応じるべ
きことを勧告することができる。勧告を受
けた者が従わないときは、当該職員に必要
最小限度において当該検体等を採取させる
ことができる。

（新設）

一類感染症の
検体等の提出命令
（法第26条の3関連）

都道府県知事は、必要があると認めるとき
は、一類感染症の患者又は検体等保持者に
対して、検体等を提出すべきことを命ずる
ことができる。命令を受けた者が従わない
ときは、当該職員に必要最小限度において
当該検体又は病原体を収去させることがで
きる。

（新設）

動物等の提出命令
（法第26条の4関連）

都道府県知事は、一類感染症の発生・まん
延防止のため、動物等所有者に対して、当
該動物又はその死体を提出し、又は当該職
員による検体の採取に応ずべきことを命ず
ることができる。命令を受けた者が従わな
いときは、当該職員に必要最小限度におい
て当該検体を採取させることができる。

（新設）

改正後 改正前

結核患者
の家庭訪
問指導等

保健所長は、
結核患者につ
いて、必要が
あるときは、
病院、診療所
又は薬局等
に対し、薬剤
を確実に服用
する指導の実
施を依頼でき
る。（抜粋）

（新設）

改正後 改正前
三種病原体
（法第6条第
22項第2号
関係）

広範囲多剤耐性
（XDR）結核菌※

多剤耐性（MDR）
結核菌※※

※ 広範囲多剤耐性（XDR）結核菌とは…イソニコチン
酸ヒドラジド、リファンピシン、オフロキサシン、ガ
チフロキサシン、シプロフロキサシン、スパルフロキ
サシン、モキシフロキサシン又はレボフロキサシンの
何れかに耐性、かつ、アミカシン、カナマイシン、カ
プレオマイシンの３種類の薬剤のうち一種以上に耐性
※※ 多剤耐性（MDR）結核菌とは…イソニコチン酸ヒ
ドラジド及びリファンピシンに対し耐性

改正後 改正前

五類感染症
（全数届出）
の届出方法

侵襲性髄膜
炎菌感染症、
麻しん

診断後直ちに
最寄りの保健
所に届出

診断後7
日以内に
最寄りの
保健所に
届出

上記2疾患
以外

診断後7日以
内に最寄りの
保健所に届出

24
が
設
定
さ
れ
、
こ
の
う
ち
69
医
療
機
関
が

病
原
体
定
点
を
兼
ね
て
い
る
4
。

　こ
の
う
ち
、小
児
科
定
点
と
内
科
定
点
は
、

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
定
点
及
び
疑
似
症
定
点
と

し
て
の
機
能
も
果
た
し
て
い
る
。
改
正
感
染

症
法
の
施
行
（
16
年
4
月
1
日
）
に
よ
り
、

東
京
都
で
「
指
定
提
出
機
関
」
に
指
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
小
児
科
病
原
体
定
点
と
内
科

病
原
体
定
点
の
数
は
合
計
41
施
設
で
あ
る

（
16
年
3
月
1
日
時
点
）。

9
　ま
と
め

　近
年
の
病
原
体
の
遺
伝
子
解
析
技
術
等
の

飛
躍
的
な
進
歩
に
伴
い
、
感
染
症
の
ま
ん
延

防
止
対
策
等
の
立
案
の
た
め
に
、
感
染
症
の

患
者
等
や
動
物
か
ら
の
検
体
を
確
保
し
、
病

原
体
の
遺
伝
子
情
報
、
薬
剤
耐
性
等
の
情
報

の
収
集
・
解
析
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。

16
年
4
月
1
日
か
ら
、
感
染
症
に
対
す
る
情

報
収
集
体
制
が
強
化
さ
れ
た
。
各
医
療
機
関

の
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
た
い
。

常
勤
従
事
者
の
産
前
産
後
・

育
児
・
介
護
休
業
の
扱
い
が
緩
和

　東
京
都
病
院
協
会
医
療
保
険
・
経
営
管
理

委
員
会
と
事
務
管
理
部
会
は
3
月
25
日
、
日

本
教
育
会
館
で
「
平
成
28
年
度
診
療
報
酬
改

定
」
の
説
明
会
を
開
催
し
た
。
厚
生
労
働
省

保
険
局
医
療
課
の
井
口
豪
氏
に
よ
る
概
要
説

明
に
続
き
、田
野
倉
浩
治
部
会
長
が
登
壇
し
、

算
定
漏
れ
が
起
き
や
す
い
項
目
や
新
設
さ
れ

た
項
目
を
中
心
に
解
説
し
た
。

　田
野
倉
部
会
長
は
今
回
の
改
定
に
つ
い
て

2
月
10
日
に
ま
と
め
た
答
申
「
個
別
改
定
項

目
に
つ
い
て
」
以
降
も
、「
点
数
表 

新
旧
対

照
表
」「
関
係
告
示
」「
関
係
通
知
」
が
発
出

さ
れ
る
過
程
で
改
定
項
目
内
容
の
変
更
が
散

見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
自
院
に
関
係
す
る
改

正
点
は
特
に
最
新
の
関
連
資
料
を
照
会
す
る

よ
う
「
今
回
は
点
数
だ
け
で
な
く
中
身
も
変

わ
る
改
定
な
の
で
、
関
係
す
る
箇
所
に
つ
い

て
は
し
っ
か
り
読
み
込
ん
で
い
た
だ
き
た

い
」
と
呼
び
か
け
た
。

　ま
た
事
務
管
理
部
会
で
は
「
診
療
報
酬
点

数
改
正
点
の
解
説
該
当
ペ
ー
ジ
一
覧
」
を
作

成
、
説
明
会
で
配
布
し
た
ほ
か
協
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
る
こ
と
を
報
告
し

た（http://www.tm
ha.net/

）。

　算
定
漏
れ
が
起
き
や
す
い
項
目
と
し
て

は
、「
再
診
料
及
び
外
来
診
療
料
」を
挙
げ
た
。

時
間
外
、
休
日
、
深
夜
に
お
け
る
再
診
後
に

緊
急
で
入
院
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、
従

来
は
再
診
料
を
算
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
が
、
今
回
の
改
定
で
再
診
料
こ
そ
算
定

で
き
な
い
も
の
の
、「
時
間
外
、
休
日
及
び

深
夜
加
算
」（
再
診
料
・
外
来
診
療
料
の
加
算
）

は
算
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ

し
「『
緊
急
入
院
』
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
、
予

約
入
院
に
つ
い
て
は
慎
重
な
対
応
が
求
め
ら

れ
る
」
と
付
け
加
え
た
。

　ま
た
常
勤
配
置
の
要
件
緩
和
に
つ
い
て
も

触
れ
た
。
施
設
基
準
上
求
め
ら
れ
る
常
勤
の

従
事
者
が
産
前
産
後
・
育
児
・
介
護
休
業
を

取
得
し
た
場
合
、
同
等
の
資
質
を
持
つ
複
数

の
非
常
勤
従
事
者
を
常
勤
換
算
す
る
こ
と
で

施
設
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
こ
と
を
紹
介
。「
非
常
勤
従
事

者
と
い
え
ど
も
集
め
る
の
は
簡
単
で
は
な
い

が
、
ご
検
討
い
た
だ
き
た
い
」
と
述
べ
た
。

　さ
ら
に
育
児
休
業
後
な
ど
の
従
事
者
が
短

時
間
勤
務
制
度
を
利
用
し
て
正
職
員
と
し
て

勤
務
す
る
場
合
、
週
30
時
間
以
上
の
勤
務
で

あ
れ
ば
常
勤
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
で
き
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
短
時
間
勤
務
制
度
を
利
用

し
、
就
業
規
則
や
院
内
規
定
で
明
示
す
る
よ

う
呼
び
か
け
た
ほ
か
、
当
該
職
員
の
活
躍
の

場
と
し
て
は「『
医
療
安
全
対
策
加
算
』や『
感

染
防
止
対
策
加
算
』
の
よ
う
に
専
従
要
件
を

設
け
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
該
業
務
に

従
事
し
て
も
ら
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と

提
案
し
た
。

　ま
た
看
護
職
員
の
月
平
均
夜
勤
時
間
数
の

計
算
に
あ
た
っ
て
、
従
来
は
実
人
員
数
と
延

べ
夜
勤
時
間
数
に
「
月
あ
た
り
の
夜
勤
時
間

数
が
16
時
間
以
下
」
の
者
は
除
外
す
る
と
し

て
い
た
が
、
今
回
の
改
定
で
は
「
月
あ
た
り

の
夜
勤
時
間
数
が
16
時
間
未
満
」
の
者
を
除

外
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。「
実
質
的
に
月
1

回
で
も
夜
勤
に
従
事
す
れ
ば
実
人
員
数
と
延

べ
夜
勤
時
間
数
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
、
大
き
な
要
件
緩
和
で
あ
る
こ
と
と
の
認

識
を
示
し
た
。

「
重
症
度
」
評
価
は
薬
剤
師
や

リ
ハ
職
も
一
部
可
能
に

　一
般
病
棟
用
の
「
重
症
度
、
医
療
・
看
護

必
要
度
」
の
見
直
し
に
も
言
及
し
、
B
項
目

は
看
護
師
以
外
の
従
事
者
が
一
部
評
価
で
き

平
成
28
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
つ
い
て

事
務
管
理
部
会
部
会
長  

田
野
倉 

浩
治

田野倉浩治

改正後 改正前

二類感染症
（法第6条第3項第5
号関係）

中東呼吸器症候群
（病原体がベータ
コロナウイルス属
MERSコロナウイ
ルスであるもの）

（新設）

二類感染症
（法第6条第3項第6
号関係）

鳥インフルエンザ
（インフルエンザ
Aウイルスであっ
てその血清亜型が
H5N1、H7N9で
あるもの）

鳥インフルエ
ンザ（インフ
ルエンザAウ
イルスであっ
てその血清亜
型がH5N1で
あるもの）

改正後 改正前

検体等の提出要請
（法第15条第3項関
連）

都道府県知事は、必要があると認めるとき
は、全ての感染症の患者等に対し、検体の
採取等に応じるべきことを求めることがで
きる。

（新設）

一類感染症等の
検体等の提出勧告及
び措置
（法第16条の3関連）

都道府県知事は、必要があると認めるとき
は、一類感染症、二類感染症、新型インフ
ルエンザ等感染症又は新感染症等の患者等
に対し、職員による検体の採取に応じるべ
きことを勧告することができる。勧告を受
けた者が従わないときは、当該職員に必要
最小限度において当該検体等を採取させる
ことができる。

（新設）

一類感染症の
検体等の提出命令
（法第26条の3関連）

都道府県知事は、必要があると認めるとき
は、一類感染症の患者又は検体等保持者に
対して、検体等を提出すべきことを命ずる
ことができる。命令を受けた者が従わない
ときは、当該職員に必要最小限度において
当該検体又は病原体を収去させることがで
きる。

（新設）

動物等の提出命令
（法第26条の4関連）

都道府県知事は、一類感染症の発生・まん
延防止のため、動物等所有者に対して、当
該動物又はその死体を提出し、又は当該職
員による検体の採取に応ずべきことを命ず
ることができる。命令を受けた者が従わな
いときは、当該職員に必要最小限度におい
て当該検体を採取させることができる。

（新設）

改正後 改正前

結核患者
の家庭訪
問指導等

保健所長は、
結核患者につ
いて、必要が
あるときは、
病院、診療所
又は薬局等
に対し、薬剤
を確実に服用
する指導の実
施を依頼でき
る。（抜粋）

（新設）

改正後 改正前
三種病原体
（法第6条第
22項第2号
関係）

広範囲多剤耐性
（XDR）結核菌※

多剤耐性（MDR）
結核菌※※

※ 広範囲多剤耐性（XDR）結核菌とは…イソニコチン
酸ヒドラジド、リファンピシン、オフロキサシン、ガ
チフロキサシン、シプロフロキサシン、スパルフロキ
サシン、モキシフロキサシン又はレボフロキサシンの
何れかに耐性、かつ、アミカシン、カナマイシン、カ
プレオマイシンの３種類の薬剤のうち一種以上に耐性
※※ 多剤耐性（MDR）結核菌とは…イソニコチン酸ヒ
ドラジド及びリファンピシンに対し耐性

改正後 改正前

五類感染症
（全数届出）
の届出方法

侵襲性髄膜
炎菌感染症、
麻しん

診断後直ちに
最寄りの保健
所に届出

診断後7
日以内に
最寄りの
保健所に
届出

上記2疾患
以外

診断後7日以
内に最寄りの
保健所に届出
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る
よ
う
に
な
っ
た
点
を
紹
介
し
た
。

　

具
体
的
に
は
評
価
対
象
の
処
置
・
介
助
の

実
施
者
は
、
従
来
の
「
当
該
病
棟
に
所
属
す

る
看
護
師
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」か
ら
、

「
看
護
師
以
外
の
職
種
（
薬
剤
師
、
理
学
療

法
士
等
）
が
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
範
囲
内
で
実

施
し
た
処
置
・
介
助
等
を
評
価
す
る
場
合
は
、

病
棟
所
属
の
有
無
は
問
わ
な
い
」
に
改
め
ら

れ
て
い
る
。「
薬
剤
師
が
病
棟
に
服
薬
指
導

に
行
っ
た
際
、
話
が
通
じ
に
く
い
、
理
解
が

乏
し
い
と
い
っ
た
こ
と
を
評
価
し
、
記
録
を

と
る
こ
と
で
カ
ウ
ン
ト
す
る
こ
と
が
可
能

だ
」
と
語
り
、
薬
剤
師
や
リ
ハ
ビ
リ
セ
ラ
ピ

ス
ト
に
周
知
す
る
よ
う
促
し
た
。

　

A
D
L
維
持
向
上
等
体
制
加
算
の
施
設
基

準
に
も
触
れ
た
。
従
来
は
理
学
療
法
士
等
の

専
従
1
人
以
上
が
求
め
ら
れ
、
か
つ
加
算
点

数
も
25
点
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
今
回
は

「
専
従
2
人
以
上
ま
た
は
専
従
1
人
＋
専
任

1
人
以
上
、
あ
ら
か
じ
め
登
録
し
た
従
事
者

が
病
棟
で
6
時
間
以
上
勤
務
」
す
れ
ば
算
定

で
き
る
う
え
、
点
数
も
80
点
に
引
き
上
げ
ら

れ
た
。「
か
な
り
緩
和
さ
れ
た
。
リ
ハ
ビ
リ

の
施
設
基
準
の
な
い
医
療
機
関
は
ぜ
ひ
前
向

き
に
取
り
組
み
、
本
来
の
疾
患
は
治
っ
た
け

れ
ど
褥
瘡
が
で
き
た
た
め
に
退
院
が
遅
れ
る

と
い
っ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
お
願
い
す
る
」

　

ま
た
20
対
1
療
養
病
棟
が
算
定
で
き
る

「
在
宅
復
帰
機
能
強
化
加
算
」
で
の
在
宅
復

帰
率
に
つ
い
て
も
、
施
設
基
準
に
「
当
該
病

棟
か
ら
退
院
し
た
（
自
院
の
他
病
棟
か
ら
当

該
病
棟
に
転
棟
し
た
患
者
に
つ
い
て
は
、
当

該
病
棟
に
入
院
し
た
期
間
が
1
月
以
上
の
も

の
に
限
る
。）
に
占
め
る
在
宅
に
退
院
し
た

患
者
の
割
合
が
5
割
以
上
で
あ
る
こ
と
」
が

求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
他
院
か
ら

の
転
院
患
者
に
つ
い
て
は
『
入
院
期
間
1
カ

月
以
上
』
の
要
件
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意

味
す
る
。
当
該
患
者
に
無
理
に
1
カ
月
間
入

院
し
て
い
た
だ
く
必
要
は
な
い
の
だ
」
と
説

明
し
た
。

　

7
対
1
一
般
病
棟
入
院
基
本
料
の
「
重
症

度
、
医
療
・
看
護
必
要
度
の
該
当
患
者
割
合
」

は
25
％
（
2
0
0
床
未
満
で
病
棟
群
単
位
で

の
届
出
を
行
わ
な
い
病
院
は
23
％
）
と
さ
れ

て
い
る
が
、
総
合
入
院
体
制
加
算
1
・
2
に

お
い
て
は
30
％
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

次
期
改
定
で
は
25
％
か
ら
30
％
に
引
き
上
げ

ら
れ
る
と
の
観
測
も
出
て
お
り
「
30
％
を
め

ざ
し
て
ほ
し
い
」
と
呼
び
か
け
た
。

後
発
品
切
り
替
え
や

多
剤
投
薬
対
策
へ
の
対
応
促
す

　

そ
の
ほ
か
、
医
薬
品
関
連
の
変
更
点
に
も

触
れ
た
。
後
発
医
薬
品
使
用
体
制
加
算
に
つ

い
て
は
、
従
来
は
「
後
発
医
薬
品
の
採
用
品

目
数
／
全
医
薬
品
の
採
用
品
目
数
」
を
指
標

と
し
て
い
た
が
、「
後
発
医
薬
品
の
数
量
／

（
後
発
医
薬
品
あ
り
の
先
発
医
薬
品
＋
後
発

医
薬
品
の
数
量
）」
と
、
品
目
数
か
ら
数
量

に
変
更
さ
れ
、
そ
の
指
標
も
50
％
以
上
と
な

っ
て
い
る
。「
院
内
で
の
使
用
量
の
半
分
は

変
え
よ
う
と
思
え
ば
変
え
ら
れ
る
医
薬
品
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
。
若
干
ハ
ー
ド
ル
は
高
め

に
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
取
り
組
ん
で

い
た
だ
き
た
い
」
と
述
べ
た
。

　

ま
た
、
多
剤
投
薬
の
患
者
の
減
薬
を
伴
う

指
導
の
評
価
と
し
て
、「
薬
剤
総
合
評
価
調

整
加
算
」「
薬
剤
総
合
評
価
調
整
管
理
料
」

が
新
設
さ
れ
て
い
る
。「
薬
剤
師
は
持
参
薬

を
管
理
し
て
い
る
は
ず
。
ま
ず
そ
こ
か
ら
着

手
し
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
」
と
述
べ
た
。

　
平
成
3
年
に
法
制
化

さ
れ
、
4
年
に
第
一
号

が
誕
生
し
た
「
救
急
救

命
士
」
制
度
は
、
東
京

都
医
師
会
が
強
力
な
エ

ン
ジ
ン
役
を
果
た
し
た

制
度
の
一
つ
で
あ
る
。

　
あ
る
と
き
、
副
会
長
の
菊
田
能
敬
先
生
が

私
に
「
専
門
的
な
知
識
を
習
得
し
た
救
急
救

命
士
を
救
急
車
に
同
乗
さ
せ
て
は
ど
う
か
」

と
言
っ
て
き
た
。
菊
田
先
生
を
副
会
長
に
選

ん
だ
の
は
、
彼
が
救
急
医
療
を
担
っ
て
い
た

中
野
病
院
の
院
長
で
、
消
防
庁
と
の
関
係
改

善
に
も
一
役
買
っ
て
く
れ
る
と

思
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。
言
う
ま

で
も
な
い
が
人
柄
と
手
腕
も
高

く
評
価
し
て
お
り
、
実
際
、
救
急
救
命
士
の

問
題
で
は
そ
れ
が
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ

た
。

　
救
急
隊
員
は
そ
れ
ま
で
本
格
的
な
医
療
処

置
を
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、「
運
び
屋
」
と

い
う
ひ
ど
い
言
わ
れ
方
さ
え
あ
っ
た
の
だ

が
、
気
管
内
挿
管
に
よ
っ
て
気
道
確
保
さ
え

で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
救
命
率
は
確
実
に

上
が
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
私
も
外
科

医
だ
っ
た
の
で
容
易
に
想
像
で
き
た
。

　
良
い
ア
イ
デ
ア
だ
と
思
っ
た
の
で
さ
っ
そ

く
具
体
化
を
図
っ
た
が
、
こ
こ
で
地
区
医
師

会
か
ら
大
反
対
の
声
が
あ
が
っ
た
。
素
人
に

医
者
ま
が
い
の
こ
と
を
さ
せ
る
な
ど
と
ん
で

も
な
い
、
医
師
法
違
反
と
い
う
わ
け
だ
。

　
第
一
に
優
先
す
べ
き
は
患
者
さ
ん
の
命
で

あ
る
と
考
え
て
い
た
私
は
、
菊
田
先
生
と
と

も
に
反
対
し
て
い
る
地
区
医
師
会
に
乗
り
込

み
、
こ
う
言
い
放
っ
た
。「
反
対
な
ら
、
こ

の
案
は
つ
ぶ
し
ま
す
。
そ
の
代
わ
り
、
消
防

署
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
時
は
医
師
会
の
先
生

が
同
乗
し
て
く
だ
さ
い
」

　
救
命
率
の
向
上
を
め
ざ
す
な
ら
気
管
内
挿

管
に
よ
る
気
道
確
保
が
必
須
で
、
そ
の
技
術

を
習
得
す
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
い
。

挿
管
技
術
を
身
に
付
け
た
救
急
救
命
士
が
救

急
車
に
同
乗
す
る
の
が
最
善
だ
が
、
無
理
だ

と
い
う
な
ら
医
師
会
員
自
ら
救
急
車
に
乗
る

べ
き
と
訴
え
た
の
だ
。

　
畳
み
掛
け
る
よ
う
に
「
と
こ
ろ
で
先
生

方
、
挿
管
は
で
き
る
の
で
す
よ
ね
」
と
迫
る

と
、
一
部
の
先
生
か
ら
「
そ
ん
な
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。

そ
れ
な
ら
ば
救
急
救
命
士
を
同
乗
さ
せ
る
し

か
な
い
で
は
な
い
か
。

　
も
ち
ろ
ん
教
育
に
は
力
を
入
れ
る
し
、
マ

ニ
ュ
ア
ル
づ
く
り
も
都
医
が
す
べ
て
指
導
す

る
と
約
束
し
た
。
今
振
り
返
っ
て
も
、
会
長

在
任
期
間
8
年
で
一
番
気
迫
が
こ
も
っ
て
い

た
の
は
こ
の
時
だ
っ
た
と
思
う
。
つ
い
に
地

区
医
師
会
も
救
急
救
命
士
を
認
め
る
方
向
で

ま
と
ま
っ
た
。

　
約
束
ど
お
り
救
急
救
命
士
の
業
務
範
囲
を

決
め
、
1
年
半
ほ
ど
の
講
習
を
受
け
た
後
に

資
格
を
与
え
る
と
い
う
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
整

備
し
た
。

　
平
成
4
年
4
月
に
第
1
回
救
急
救
命
士
国

家
試
験
が
実
施
さ
れ
、
2
1
5
人
の
救
急
救

命
士
が
誕
生
し
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
菊
田

先
生
の
尽
力
に
よ
る
も
の
だ
。

　
こ
の
後
、
消
防
庁
と
の
関
係
が
劇
的
に
改

善
し
、
平
成
5
年
1
月
6
日
の
出
初
式
に
東

京
都
医
師
会
会
長
と
し
て
招
待
を

受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
救
急
現

場
が
い
か
に
救
急
救
命
士
の
誕
生

を
待
ち
望
ん
で
い
た
か
が
う
か
が
え
た
。

行
っ
て
み
る
と
都
知
事
、
消
防
総
監
、
都
議

会
議
員
ら
と
並
ん
で
席
が
設
け
ら
れ
、
担
当

者
を
一
人
、
私
の
た
め
に
つ
け
て
く
れ
た

り
、
寒
い
だ
ろ
う
か
ら
と
カ
イ
ロ
を
差
し
入

れ
て
く
れ
た
り
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
細
か
い
気

配
り
に
触
れ
、
感
激
さ
せ
ら
れ
た
。

　
さ
ら
に
こ
れ
以
降
、
年
に
1
、
2
回
、
総

監
と
医
師
会
と
の
定
期
的
な
会
合
も
開
か
れ

る
よ
う
に
な
り
、
私
が
会
長
職
を
退
く
際
に

は
小
宮
多
喜
次
消
防
総
監
か
ら
感
謝
状
を
い

た
だ
い
た
。
苦
労
が
実
を
結
ん
だ
と
い
う
思

い
の
す
る
感
謝
状
だ
っ
た
。

救
命
士
誕
生
秘
話

第10回

私の医道
福井光壽

元東京都医師会会長


